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次のとおり、マンション管理適正化・再生推進事業を実施する者の公募について公示

します。 
なお、本公募は令和６年度予算によるものであり、令和６年度予算成立が事業実施の

条件となります。予算の成立状況等によっては、特定が遅れること等もありますのでご

留意ください。 

 

１．事業概要 

 （１）事業名 マンション管理適正化・再生推進事業（地方公共団体等によるマンショ

ンの管理適正化・再生推進に係る事業） 

 

 （２）事業目的 

     本事業は、マンションの管理適正化・再生の推進に際し、地方公共団体等にお

けるマンションの管理適正化及び再生の推進のための施策を支援し、その成功

事例やノウハウを蓄積し、水平展開を行うことを通じ、全国のマンション及び

地方公共団体等における共通の課題の解決及び今後増大することが予想されて

いる老朽化したマンションに係る課題の解決を図ることを目的とするものであ

る。 

 

（３）事業内容 

①地方公共団体等によるマンションの管理状況の把握 

 

②地方公共団体等が行う、管理不全マンション等の管理水準の適正化に向けた

取組 

 

③地方公共団体等が行う、マンションの長寿命化に向けた修繕積立金・長期修繕

計画等の水準の適正化に係る事業 

 

④地方公共団体等が行う、老朽化マンション等の再生に向けた合意形成のための

支援等 

 
（４）事業期間 

    事業期間は、以下のとおり予定している。 

     令和６年４月上旬 ～ 令和７年２月２８日  



 

２．補助事業対象者の要件 

 ○形式審査 

 （１）補助対象の事業者 

地方公共団体、地方公共団体と連携する法人、又は地方公共団体が参加する協議

会等の団体。ただし、マンション管理適正化推進計画を作成している又は作成予定

の地方公共団体であること。 

 

（２）補助事業の内容 

・１．（３）の支援の対象となる事業の要件を満たしていること。 

・知り得た情報の秘密の保持を厳守すること。 

  

 ○内容審査 

 （３）補助対象事業者の要件 

・１．（３）の事業を行い得る組織体制であること。 

・事業主体が、補助事業の進行管理や補助金事務をはじめとする資金管理その他

の事務を適切に執行できる体制を有していること。 

  

（４）補助事業の内容 

・事業主体による取組みが、一過性の活動に留まらず、持続的な活動として定着

すると見込まれるもの。 

 

・補助事業内容・主体や支援するマンションの課題の解決に向けた手法や管理組

合へのアプローチの仕方について新規性、独自性があり、課題解決に対する効

果や寄与度が高いと見込まれること。 

 

・事業主体が、補助事業を実施し、当該マンションや当該地域における課題の解

決だけに止まらず、これを通じて事業主体が成功事例・ノウハウを蓄積し、他

のマンションへの支援に活用すること、また、全国的に当該事例・ノウハウが

水平展開されることにより、全国のマンションに共通する課題の解決や、その

環境整備が図られるなど、管理組合、区分所有者、地方公共団体に対して有益

な取組みが見込まれるもの。 

 

※詳細は募集要領の選定基準を確認すること。 

 

３．手続等 

（１）  担当部局 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）付業務係 

電話 03-5253-8111(内線39914)  

 

（２） 募集要領の交付期間、場所及び方法 



①期間 令和６年２月１日（木）から令和６年２月２６日（月）まで 

②場所 上記担当部局 

③方法 募集要領の交付を希望する場合は、予め（1）の担当係まで事前に連絡を 

行い、手交、又は電子メールにより交付。 

 

 

（３） 応募申請書の提出期限、場所及び方法 

①期限 令和６年２月２６日（月）１８時００分まで（必着） 

②場所 上記担当部局 

③方法 上記担当部局へ応募書類１部を持参又は郵送にて提出。ただし、押印を

省略した場合に限り、電子メールでの提出も可とする。 

    ※詳細は募集要領を確認すること。 

 

４．補助対象事業者の選定方法 

募集期間内に応募があった事業主体の中から、国土交通省が決定し、応募者に通知

し国土交通省のホームページにて公表する。この際、必要に応じて、ヒアリングを実

施することができるものとする。 

 

５．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 

（２）関連情報を入手するための照会窓口 ３(1)に同じ。 

 

（３）応募申請書の作成、提出に係る費用は、提出者側の負担とする。 

 

（４）提出された応募申請書は、当該申請者に無断で２次的な使用は行わない。 

 

（５）応募申請書に虚偽の記載を行った場合は、当該応募申請書を無効にするとともに、

申請者に対して、補助事業者の取消を行うことがある。 

 

（６）採用された応募申請書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平

成１１年５月１４日、法律第４２号）において、行政機関が取得した文書について、

開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害

するおそれがないものについては、開示対象となる場合がありますので、その旨予め

ご了承ください。 

 

（７）詳細は募集要領による。 


